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地方公共団体における
統合型ＧＩＳの推進

総務省自治行政局地域情報政策室

平成１９年９月２１日
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地方公共団体が利用する地図データのうち、複数の部局が利用するデータ（例えば道路、街区、建
物、河川など）を各部局が共用できる形で整備し、利用していく庁内横断的なシステム。

統合型ＧＩＳを導入することにより、データの重複整備を防ぎ、各部局の情報交換を迅速にし、行政の
効率化と住民サービスの向上を図ることができる。
（統合型の地理情報システムに関する全体指針 平成１３年７月12日）
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電子自治体の基盤となる統合型ＧＩＳの整備
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統合型ＧＩＳ共用空間データ
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⑯ 画像

統合型ＧＩＳ
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統合型GISに関する総務省の取組み

平成 ９年度 ・地理情報システム（ＧＩＳ）に関する調査研究

平成１１年度 ・統合型ＧＩＳ共用空間データベース仕様に関する調査研究

・統合型ＧＩＳの整備に対する財政支援措置の新設（特別交付税措置）

平成１０年度 ・地方公共団体業務に係る各種地理情報システム（ＧＩＳ）の相互利用に
関する調査研究

平成１２年度 ・統合型ＧＩＳ共用空間データベース及び広域活用のあり方に関する調査研究

平成１３年度 ・統合型ＧＩＳの普及に向けた空間データ更新手法に関する調査研究
・統合型の地理情報システムに関する全体指針
・統合型の地理情報システムに関する整備指針
・共用空間データ調達仕様書及び基本仕様書

平成１４年度 ・広域における統合型ＧＩＳの普及に向けた調査研究

・統合型の地理情報システムに関する運用指針

・統合型の地理情報システムに関する活用指針

平成１５年度 ・統合型ＧＩＳ導入・運用マニュアル

平成１６年度 ・統合型ＧＩＳの整備に対する財政支援措置の拡充（普通交付税措置）

平成１８年度 ・統合型ＧＩＳの整備促進に関する調査研究（指針改訂等）
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◆ＩＴ基本法

◆IT戦略本部設置（本部長：内閣総理大臣）

ＩＴ基盤整備

ee--JapanJapan戦略戦略ⅡⅡ
(2003(2003年年77月月) ) 

ee--JapanJapan戦略戦略
(2001(2001年年11月月))

ＩＴ利用・活用重視 ＩＴの構造改革力の追求

ＩＴ新改革戦略ＩＴ新改革戦略
(200(20066年年11月月) ) 

新電子自治体新電子自治体
推進指針推進指針

(200(20077年年33月月) ) 

電子自治体推進指針電子自治体推進指針
(2003(2003年年８８月月) ) 

（電子行政の目標）

世界一便利で効率的
な電子行政
－2010年度までに

オンライン申請率
５０％達成等

（電子自治体の目標）

2010年度までに利便・

効率・活力を実感できる
電子自治体を実現

電子政府・電子自治体推進電子政府・電子自治体推進
プログラムプログラム(2001(2001年年1010月月) ) 

ＩＴ革命に対応した地方公共団体ＩＴ革命に対応した地方公共団体
における情報化施策等の推進ににおける情報化施策等の推進に

関する指針関する指針((20002000年年88月月) ) 

・共同アウトソーシングの推進等

・ＬＧＷＡＮ・住基ネットの整備等

我が国のＩＴ戦略と電子自治体推進指針の展開
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○ 現行の電子自治体推進指針の策定(平成１５年８月)
から、３年以上が経過

○ この間、ＬＧＷＡＮ、住民基本台帳ネットワーク等の基
盤整備、ＣＩＯ任命や共同アウトソーシングの取組、情
報セキュリティポリシー等の整備も進む

電子自治体の現状

○ 住民サービスに直結する地方公共団体の電子化が
十分ではない等、国民・企業等利用者が利便性・
サービスの向上を実感できない

○ 業務・システムの効率化が不十分

○ コミュニティ再生、安全・安心な地域づくり等の地域
の課題解決にＩＴの有効活用が必要

○ 情報漏洩などへの対策の実効性が不十分

電子自治体の課題

○ 平成１８年１月にＩＴ新改革戦略策定。「世界一便利で
効率的な電子行政」を実現することを目標として掲げ
る

○ 「Web2.0」という言葉に象徴される新しい情報通信技

術やサービスモデルが急速に進展

○ 地方分権改革の加速、地方公共団体の厳しい財政状
況、地域の社会的問題の増大

環境の変化

新指針策定の背景

今
後
の
電
子
自
治
体
の
方
向
性
の
提
示
が
必
要

新電子自治体推進指針

住民視点と費用対効果の視点、民間事業
者やＮＰＯとの連携推進

（１）行政サービスの高度化
（２）行政の簡素化・効率化
（３）地域の課題解決

（１）電子自治体の推進体制の強化
（２）共同化・標準化の一層の推進
（３）新しい技術・モデルの活用
（４）情報セキュリティ対策の強化

総務省において毎年度推進状況をフォ
ローアップし施策にフィードバック

新電子自治体推進指針（H19.3.20）の概要

実現に向けた取組方針

今後の重点的な取組事項

共通的な推進事項

ベンチマーク指標の設定

2010年度までに利便・効率・活力を実

感できる電子自治体を実現する

【実現すべき目標】

各地方公共団体が電子自治体関連施策
を推進する際の参考として作成
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新電子自治体推進指針における統合型GISの導入の促進

Ⅱ 今後の重点的な取組事項

１ 行政サービスの高度化 （６） その他の取組事項 ② 統合型ＧＩＳの導入の促進

統合型GIS（Geographic Information System:地理情報システム）は、地方公共団体が利

用する地図データのうち、複数の部局が利用するデータ（例えば、道路、街区、建物、河川な
ど）を各部局が共用できる形で整備し、利用していく庁内横断的なシステムである。統合型
GISを導入することにより、①地図データの整備に係る重複投資を防ぎ、②部局を超えた情報

共有への活用など行政の効率化や③ハザードマップの提供など住民サービスの向上を図る
ことができる。統合型GISは、福祉、防災、観光、環境など様々な行政分野で、電子申請・届出、

情報発信、自治体内での政策判断などに活用可能であり、「電子自治体における共通のプ
ラットフォーム」の一つとして位置づけることができる。

統合型GISは、平成18年4月現在、都道府県で14団体（29.8%）、市町村で292団体
（15.8%）において整備されている。今後、一層の整備促進を図るため、広域的な整備・運営、

住民、コミュニティ、民間事業者との連携等により整備の効率化と利活用の拡大を進めること
が必要である。
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【特別交付税】
統合型ＧＩＳの導入に必要な共用空間データ整備費の

５０％に財政力に応じた補正をかけた額
（限度額：都道府県２４０百万円 市町村１２０百万円）

１５年度： 都道府県： ８団体 １５９，１２１千円
市町村： ９２団体 ７１９，１１９千円

１６年度： 都道府県： ６団体 １６４，１０８千円
市町村： １００団体 ５２２，６２９千円

１７年度： 都道府県： ６団体 １４８，７３６千円

市町村： １１３団体 ６０５，６４４千円

１８年度： 都道府県： ６団体 １０６，２０９千円

市町村： ８７団体 ７９５，８９６千円

統合型ＧＩＳの導入に関する地方財政措置

データ整備

【普通交付税】
統合型ＧＩＳを運用するためのシステム整備に対し

１６年度から５年間《総額：９５億円×５年＝４７５億円》

（都道府県４０百万円×５年 市町村４百万円×５年）

【過去の実績（措置額）】

システム整備
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１ 目的
地方公共団体における統合型ＧＩＳの一層の整備を促進するため、地方公共団体が取りうる方策等に

ついて検討を行う。

２ 主な検討事項

（１）統合型GISの整備促進方策の検討
効率的な整備方策、多様な行政サービスへの活用方策、データの外部提供のあり方、官民連携の進

め方 等

（２）統合型GISにおける個人情報保護のあり方についての検討
統合型GISの利活用上における個人情報保護の課題を整理。

（①利用目的の範囲の限定、②取得に際しての利用目的の明示、③情報の正確性、④適切な情報管理、
⑤利用・提供の制限、⑥開示、訂正、利用停止の請求 等）

（３）統合型GISの効率的な整備、効果的な活用事例の収集・とりまとめ・提供
既往の統合型GISに関する調査・事例、先進的な取り組み進めている地方公共団体へのヒアリング調

査を通じて、統合型GISの効率的な整備、効果的な活用事例を収集及び整理し、地方公共団体に提供可
能な形で整備・活用事例集をとりまとめる。

平成18年度 地方公共団体における統合型ＧＩＳの整備促進に関する調査研究
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１．電子自治体の取組との連動
（例）共同化の取組

各種手続等のオンライン利用促進

１．電子自治体の取組との連動
（例）共同化の取組

各種手続等のオンライン利用促進

今後の統合型ＧＩＳの方向性

３．コミュニティや住民参画
（例）地域ＳＮＳでの活用

住民参加の安全安心マップ作成

３．コミュニティや住民参画
（例）地域ＳＮＳでの活用

住民参加の安全安心マップ作成

２．民間ビジネスの活用・連携
（例）各地における官民連携の取組

ＡＳＰサービス等民間サービスの利用

２．民間ビジネスの活用・連携
（例）各地における官民連携の取組

ＡＳＰサービス等民間サービスの利用

４．自治体内部の通常業務における活用
（例）環境・福祉、清掃、観光など

４．自治体内部の通常業務における活用
（例）環境・福祉、清掃、観光など
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政府全体での
ＧＩＳへの取り組み
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平成 7年 9月 「地理情報システム（GIS）関係省庁連絡会議」設置

平成 8年12月 「国土空間データ基盤の整備及びGISの普及の促進に関する長期計画」決定
～ 政府の取り組みの基本方針（基盤の整備と普及）を確認

平成11年 3月 「国土空間データ基盤標準及び整備計画」決定
～ 基盤的な地図データの項目を標準として定め、整備計画を決定

平成12年10月 「今後の地理情報システム（GIS）の整備・普及施策の展開について」申し合わせ
～ 政府の保有する基盤的な情報の電子化・提供を重点的に推進

平成14年 2月 「GISアクションプログラム2002-2005」決定
～ 基盤環境の概成とそれを活用したサービスの実現へ

平成17年 9月 「測位・地理情報システム等推進会議」の設置に伴い、「地理情報システム（GIS）
関係省庁連絡会議」を廃止

平成19年 3月 「GISアクションプログラム2010」決定
～ 世界最先端の「地理空間情報高度活用社会」の実現を目指して

GISに関する政府の取組みの経緯
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ＧＩＳアクションプログラム２０１０
～世界最先端の「地理空間情報高度活用社会」の実現を目指して～

（１）計画期間：2006年度から概ね５ヶ年

（２）計画目標：地理空間情報が高度に活用される社会の実現

①基盤地図情報を位置の基準として相応しい整備水準へ高める

②地理空間情報の流通を促進するための基準・ルールの概成

③産学官連携の体制の構築 等

（３）今後の施策の展開

①地理空間情報の整備・提供に係る施策

②地理空間情報の利用・活用に係る施策

③ＧＩＳの推進に係る基礎的条件の整備

④国、地方公共団体、民間等の参加と連携の強化

【統合型ＧＩＳに関する記述】
第Ⅱ部 今後のＧＩＳ施策の具体的な展開

１．地理空間情報の整備・提供に係る施策
（１）基盤地図情報に係る施策

②基盤地図情報の整備・更新

・・・地方公共団体が庁内の複数部局でＧＩＳを共用する「統合型ＧＩＳ」を導入する際に整備する「共用空間
データ」（庁内で共用できる地図データ）が基盤地図情報のデータ項目を多く含むことから、「共用空間デー
タ」の整備を促進するため、国は、技術的支援や補完的な財政措置を行う。

２．地理空間情報の利用・活用に係る施策
（２）地方公共団体及び民間における利用・活用の推進

・・・地理空間情報を庁内で共用することにより、横断的に利活用する統合型ＧＩＳについて、地方公共団体へ
の導入を促進するため、国は技術的支援や補完的な財政措置を行う。
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2005年 3月 衛星測位の環境の確保と地理情報システム(ＧＩＳ)の整備を目的として、自
由民主党「測位・地理情報システムに関する合同部会」発足

2005年 8月 自由民主党マニフェストにおいて基本法案国会提出の記述
052.国家基盤としての衛星測位の確立と骨格的空間情報の整備衛星測位の精度と信

頼性を国家が保証できる体制を構築し、骨格的空間情報の標準化と整備促進のた
め、「測位・空間情報基本法」を次期通常国会に提出する。

2005年 9月 「測位・地理情報システム等推進会議」設置

2006年 4月 自由民主党合同部会において、議員立法による措置を検討することを確認

2006年 6月12日 法案が与党により第164回通常国会に提出される

2006年10月 第165回国会（臨時）において継続審議

2007年5月23日 第166回国会（通常）において可決・成立

2007年5月30日 公布（平成19年法律第63号）

「地理空間情報活用推進基本法」（議員立法）「地理空間情報活用推進基本法」（議員立法）の経緯の経緯
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○我が国の衛星測位（注）は米国の衛
星システムＧＰＳ（Global Positioning 
System）が基盤

(注）複数の人工衛星の信号を用いる位置の
決定及び時刻、移動経路等の情報の取得

○我が国において衛星測位は 国民
生活や産業活動に深く浸透しており、
重要な社会基盤となっている

地理空間情報活用推進基本法の必要性について

2002年の世界測地系の導入に伴い、地理情報システムと衛星測位の連携の可能性が拡大

○阪神淡路大震災(1995年1月)後、政府においてＧＩ
Ｓ(注)を推進 （1/25000レベル、1/2500レベルは概
成）

(注）地図データと、地図上に位置
づけられる様々な情報を用いて、
視覚的な表現、高度な分析、迅速
な判断を可能にするシステム

○個別に推進されており、
連携・統合の強化が必要

○今後は様々な情報の重ね合わせを可能とする、
より高精度で新鮮な「共通白地図」が必要

衛星測位地理情報システム（ＧＩＳ）
Geographical Information System

都市計画図

下水道台帳

・
・
・
・

共通白地図

重ね合わせ

統合利用を可能に

数値地図2500

カーナビ
測量

連携・統合

GPS衛星

地番

道路
建物

住居表示

歩行者ナビ

カーナビ
住居表示

建物 道路

様々な民政利用

産業の発展と国民 生活の向
上への貢献

緊急対応
の迅速化

迅速で的確な災害対応

地番

人口統計

防災施設

下水道台帳

都市計画図 等

（国土交通省資料）
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地理空間情報活用推進基本法地理空間情報活用推進基本法の基本理念の基本理念
基盤地図情報、統計情報、測量に係る画像情報等の地理空間情報は

国民生活の向上及び国民経済の健全な発展を図るための不可欠な基盤

1. 地理空間情報（空間上の位置を示す情報（当該情報の時点情報を含
む）等）の整備・提供、地理情報システムや衛星測位の利用推進、人材
育成、関係機関の連携強化等による総合的・体系的な施策の実施。
（国土空間データ基盤（ＮＳＤＩ：National Spatial Data Infrastructure）の形成）

2. 地理空間情報の活用の推進に関する施策が相乗効果を発揮するよう、
関係施策を実施。

3. 信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境の
確保。

4. 効果的・効率的な公共施設の管理、防災対策の推進及び国土の利用・
整備・保全、国民の生命・身体・財産の保護。

5. 行政運営の効率化・高度化。

6. 多様なサービスの提供。

7. 多様な事業の創出と発展及び環境との調和。

8. 民間事業者の技術提案及び創意工夫の活用。

9. 個人の権利利益侵害、国の安全の確保への配慮。

「地理空間情報」とは
空間上の特定の位置を示す情報（当該情

報に係る時点に関する情報を含む）とこれ
に関連付けられた情報。

水域や空域においても特定の位置を示す
情報とこれに関連付けられた情報は地理空
間情報である。

「基盤地図情報」とは
電子地図上における地理空間情報の位置

を定めるための基準となる情報で電子化さ
れたもの。

道路や鉄道のように場所の目印となり、ま
たは三角点のように地図作成の基準となる。

「地理情報システム」とは
地理空間情報を電子地図上で一体的に処

理する情報システム。
大量の地理空間情報の場合や他の情報

との複雑な照合が必要な場合であっても、
分析結果を視覚的に表現することにより、
迅速かつ的確な判断等が可能となる。

（国土交通省資料）
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（行政における地理空間情報の活用等）

第十四条 国及び地方公共団体は、地理空間情報の活用の推進に関し、国民の利便性の向上を図る
とともに、行政の運営の効率化及びその機能の高度化に資するため、その事務及び事業に
おける地理情報システムの利用の拡大並びにこれによる公共分野におけるサービスの多様
化及び質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。

（基盤地図情報の整備等）

第十六条 国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基
盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、同項の技術上の基準に適合した基
盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。

（地図関連業務における基盤地図情報の相互活用）
第十七条 国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不

動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事
務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について
既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。

（基盤地図情報等の円滑な流通等）
第十八条 国及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間

情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情報、測
量に係る画像情報等の電磁的方式による整備及びその提供その他の地理空間情報の円
滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。

地理空間情報活用推進基本法における地方公共団体の責務規定
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ご清聴ありがとうございました

◆お問い合わせ
総務省自治行政局地域情報政策室
ＴＥＬ ０３－５２５３－５５２５

◆さまざまな情報はここから
統合型ＧＩＳポータルサイト
http://gisportal.soumu.go.jp/

総務省電子自治体ＨＰ
http://www.soumu.go.jp/denshijiti/index.html
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